
コンビニ交付100円サービス実施中
（マイナンバーカード必須）

３月２日㈪から
市役所の開庁時間を変更します

　
千
葉
市
緑
区
下
大
和
田
町
に
て

宅
地
開
発
の
計
画
が
あ
り
、
千
葉

市
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く

手
続
き
に
お
い
て
、
環
境
影
響
を

受
け
る
恐
れ
が
あ
る
地
域
に
本
市

域
の
一
部
が
含
ま
れ
る
た
め
、
事

業
者
が
作
成
し
た
環
境
影
響
評
価

準
備
書
の
縦
覧
等
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

◇
図
書
の
縦
覧

▼
期
間
＝
２
月
２
日
㈪
～
３
月
３
日
㈫

▼
事
業
名
＝
千
葉
市
緑
区
下
大
和

田
町
開
発
計
画

▼
実
施
区
域
＝
千
葉
市
緑
区
下
大

和
田
町
１
１
３
９
番
地

▼
図
書
の
種
類

環
境
影
響
評
価
準
備
書

▼
縦
覧
場
所
＝
千
葉
市
役
所
環
境

保
全
課
、
千
葉
市
各
区
役
所
総
務

課
、
千
葉
市
中
央
図
書
館
、
事
業

者
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
令
和
８
年
度
海
水
浴
場
開
設
期

間
に
お
け
る
「
海
の
家
」
出
店
者

を
募
集
し
ま
す
。

▼
出
店
期
間

海
水
浴
場
開
設
期
間
（
７
月
上
旬

～
８
月
下
旬
（
準
備
・
撤
去
は
前

後
１
か
月
以
内
））

▼
場
所
＝
白
里
海
水
浴
場

▼
区
画
数

12
区
画
（
１
区
画
３
６
７
㎡
）

▼
出
店
条
件

・
３
年
以
上
本
市
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
居
住
し
て
い
る
個
人

・
３
年
以
上
継
続
し
て
市
内
に
事

業
所
を
置
い
て
い
る
個
人
事
業
主

ま
た
は
法
人

▼
提
出
書
類

①
出
店
計
画
書

▼
事
業
者
＝
美
樹
観
光
株
式
会
社

◇
準
備
書
説
明
会
の
開
催

▼
日
時

①
２
月
20
日
㈮
18
時
30
分
～
20
時

30
分

②
２
月
21
日
㈯
９
時
30
分
～
11
時

30
分

▼
会
場
＝
千
葉
市
誉
田
公
民
館
　

１
階
会
議
室
（
千
葉
市
緑
区
誉
田

町
１
の
７
８
９
の
49
）

◇
意
見
の
提
出

　
準
備
書
に
つ
い
て
、
環
境
の
保

全
の
見
地
か
ら
意
見
の
あ
る
方

は
、
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

任
意
の
用
紙
に
氏
名
、
住
所
、
準

備
書
の
名
称
お
よ
び
意
見
を
明
記

の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
方
法
＝
郵
送
、フ
ァ
ク
ス
、

メ
ー
ル
、
持
参

▼
提
出
期
限
＝
３
月
18
日
㈬
必
着

申
・
問

〈
図
書
の
縦
覧
・
意
見
提
出
〉

　�

〒
２
６
０
︱
８
７
２
２

　
千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
１
番
１
号

　
千
葉
市
環
境
保
全
課

　
☎
０
４
３（
２
４
５
）５
１
４
１

　
FAX
０
４
３（
２
４
５
）５
５
５
７

　�
kankyohozen.EN

P@
city.chiba.lg.jp

〈
準
備
書
説
明
会
〉

　
美
樹
観
光
株
式
会
社

　
☎
０
４
３（
２
９
４
）９
４
５
０

②
誓
約
書

③
滞
納
の
な
い
証
明
書
、
確
定
申

告
書
の
写
し
（
個
人
事
業
主
の
場

合
は
直
近
３
年
分
）

④
出
店
条
件
を
確
認
で
き
る
書
類

・
個
人
＝
住
民
票
の
写
し

・
市
外
居
住
の
個
人
事
業
主
＝
個

人
事
業
の
開
業
・
廃
業
等
届
出
書

の
写
し

・
法
人
＝
登
記
事
項
証
明
書

▼
募
集
期
間

2
月
16
日
㈪
～
3
月
9
日
㈪

▼
受
付
場
所

商
工
観
光
課
（
分
庁
舎
３
階
）

▼
そ
の
他

・
出
店
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
必

ず
出
店
条
件
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

・「
大
網
白
里
市
海
の
家
等
適
正

利
用
調
整
会
議
」
で
応
募
内
容
の

審
査
を
行
い
、
出
店
の
可
否
に
つ

い
て
決
定
し
ま
す
。

・
出
店
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、

区
画
の
占
用
や
海
の
家
の
建
築
・
営

業
に
関
し
て
、
各
法
令
な
ど
に
基
づ

く
許
認
可
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申
・
問
商
工
観
光
課
振
興
班

　
☎（
７
０
）
０
３
５
６

千
葉
市
緑
区
下
大
和
田
町
開
発
計
画
に

係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
等

「
海
の
家
」
を
出
店
し
ま
せ
ん
か

ね ん き ん ナ ビ 確定申告の際に
お使いください

◇源泉徴収票
　令和７年度分として支払われた年金額
や源泉徴収された所得税額などをお知ら
せするものです。
▶対象
令和７年中に厚生年金保険、国民年金な
どの老齢または退職を支給事由とする年
金を受給した方
▶発送時期
・電子データ＝１月７日までに送付

・紙＝１月９日から順次送付
※�遺族・障害年金、年金生活者支援給付
金は非課税のため送付されません。
◇社会保険料控除証明書
　その年の１月１日から 12月 31 日まで
に納付した国民年金保険料の納付額を証
明するものです。国民年金保険料は、所
得税および住民税の申告で全額が社会保
険料控除の対象となります。
▶発送時期＝別表のとおり

10.5pt平90％オブジェクト10pt正体オブジェクト

問千葉年金事務所　☎０４３（２４２）６３２０
　ねんきん加入者ダイヤル　☎０５７０（００３）００４

●別表
対象 送付方法 送付時期

①�令和７年１月１日～９月 30 日
に国民年金保険料を納付した方

電子送付（データ）令和７年 10月 16日～下旬

郵送（紙） 令和７年 10月 24日～ 11月上旬

②�令和７年10月１日～12月31日
に国民年金保険料を納付した方
（①は除く）

電子送付（データ）令和８年１月下旬

郵送（紙） 令和８年２月上旬

※�電子送付希望の登録を行った方に加えて「マイナポータル・ねんきんネットの連携手続き」
を行ったすべての方にも電子送付を行います。ただし、ねんきんネットにて「電子送付を
希望しない」を登録している方には電子送付は行いません。
※�電子データの受け取り方法などについては、年金機構のホームページでご確認ください。

▶期間＝３月31日㈫まで
▶取扱時間
6時30分～ 23時（年末年始除く）
※�戸籍証明書は市役所開庁日の９
時～ 17時。
▶取得できる証明書および手数料
証明の種類 窓口交付 コンビニ交付
住民票 300円

100円
印鑑証明書 300円
戸籍証明書(※) 450円
戸籍の附票(※) 300円
所得課税証明書 300円
※�本籍地が大網白里市の方のみ100円
サービスの対象となります。

◇サービス停止日（保守点検など
で終日交付不可）
２月21日㈯～ 23日㈪
◇マイナンバーカードのパスワー
ド（署名用・利用者証明用）にロッ
クがかかってしまった方へ
　パスワードは、コンビニのキオ
スク端末で初期化できます。
▶注意事項
・スマートフォンアプリが必要です。
・署名用、利用者証明用のどちら
もわからない場合は市民課でお手
続きください。
問市民課市民班
　☎（７０）０３４０

▶開庁時間
現　行＝８時30分～ 17時15分
変更後＝８時45分～ 16時30分
※�職員の勤務時間、電話対応の時間は、
現行から変更はありません。
▶対象施設＝本庁舎（別棟含む）、分
庁舎、保健文化センター（健康増進課）、
浄化センター（下水道課）、白里出張所
※�公民館や社会教育・体育施設、保育
施設、図書室などの施設の利用時間
に変更はありません。

問総務課情報政策・業務改革推進班
　☎（７０）０３０４

コンビニ交付操作手順
❶
多機能端末
（コピー機）
で「行政サー
ビス」を選択

❷
マイナンバー
カードを多機
能端末にセッ
ト

❸
利用者証明用
電子証明書の
暗唱番号（数
字４桁）を入力

❹
必要な証明
書や部数な
どを選択

❺
多機能端末
に手数料を
投入

❻
印刷された
証明書と領
収書を受け
取る

大網白里市農地の賃借料情報
　農地の賃貸借契約を
締結する場合の目安と
して本市の実勢を踏ま
えた賃借料情報をお知
らせします。
　令和７年１月～12月
に締結（公告）された
賃貸借の賃借料水準
（10ａ当たり年額）は、
表のとおりです。
問農業委員会事務局　☎（７０）０３９３
※１　データ数は、集計に用いた筆数です。
※２　賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、コシヒカリ60㎏当たり33,070円に換算しています。
※３　金額は、算出結果を四捨五入し１００円単位としています。
※４　「（参考）本市平均」の平均額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数により加重平均した値です。
※５　�金額は目安です。実際に契約を締結しようとするときは、契約当事者間で十分話し合い、お決めく

ださい。

●田（水稲）の部
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数

本
市
全
域

農業振興
地域

農用地
区域内 34,900円 49,600円 16,500円 210

農用地
区域外 33,100円 33,100円 32,800円 17

（参考）本市平均 34,800円　 ― ― ―

●畑（普通畑）の部
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数

本市全域 9,000円 10,700円 5,000円 57

ごみの減量化、資源化にご協力ください。　問地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６

№706 22026.2.1


